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市第 133 号議案 

   横浜市工場立地法市準則条例の一部改正 

 横浜市工場立地法市準則条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

平成29年２月14日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市工場立地法市準則条例の一部を改正する条例 

 横浜市工場立地法市準則条例（平成12年２月横浜市条例第９号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第４条の２第２項」を「第４条の２第１項」に改める

。 

 第３条中「第４条の２第３項」を「第４条の２第２項」に改め、

「緑地の面積の敷地面積に対する割合」の次に「（以下「緑地面積

率」という。）」を加える。 

 本則に次の１条を加える。 

 （建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合） 

第４条 次に掲げる施設及び土地については、敷地面積に緑地面積

 率を乗じて得た面積の 100 分の50の割合を超えて緑地面積率の算

 定に用いる緑地の面積に算入することができない。 

(1)  工場立地法施行規則（昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通

商産業省、運輸省令第１号。以下「省令」という。）第３条に

規定する建築物屋上等緑化施設 

(2)  緑地（前号に規定する建築物屋上等緑化施設を除く。）と省

令第４条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第
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１号トに掲げる施設が重複する土地 

 別表第１及び別表第２中「緑地の面積の敷地面積に対する割合」

を「緑地面積率」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

 

   提  案  理  由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律の制定に伴い関係規定の整備を図ると

ともに、建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合に関する

規定を新設し、工場緑化等の促進を図るため、横浜市工場立地法市

準則条例の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 工 場 立 地 法 市 準 則 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行) 
 （ 趣 旨 ） 

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 工 場 立 地 法 （ 昭 和 34 年 法 律 第 24 号 。 以 下 「 法 

       第 ４ 条 の ２ 第 １ 項 
 」 と い う 。）         の 規 定 に 基 づ き 、 法 第 ４ 条 第 １ 項 

      第 ４ 条 の ２ 第 ２ 項 

の 規 定 に よ り 公 表 さ れ た 準 則 （ 以 下 「 法 準 則 」 と い う 。） に 代 え

て 適 用 す べ き 準 則 を 定 め る も の と す る 。 

 （ 区 域 の 区 分 に お け る 設 定 区 域 並 び に 緑 地 及 び 環 境 施 設 の 面 積 の

敷 地 面 積 に 対 す る 割 合 ） 

    第 ４ 条 の ２ 第 ２ 項 
第 ３ 条  法         に 規 定 す る 区 域 の 区 分 に お け る 設 定 区 

    第 ４ 条 の ２ 第 ３ 項 

                    （ 以 下 「 緑 地 面 積 率 
域 並 び に 緑 地 の 面 積 の 敷 地 面 積 に 対 す る 割 合          
 

」 と い う 。）  
      及 び 環 境 施 設 の 面 積 の 敷 地 面 積 に 対 す る 割 合 は 、 別 
 

表 第 １ 及 び 別 表 第 ２ の と お り と す る 。 

（ 建 築 物 屋 上 等 緑 化 施 設 等 の 緑 地 面 積 へ の 算 入 割 合 ） 
 

第 ４ 条  次 に 掲 げ る 施 設 及 び 土 地 に つ い て は 、 敷 地 面 積 に 緑 地 面 積 
 

 率 を 乗 じ て 得 た 面 積 の 100 分 の 50 の 割 合 を 超 え て 緑 地 面 積 率 の 算 
 

 定 に 用 い る 緑 地 の 面 積 に 算 入 す る こ と が で き な い 。 
 

 (1)  工 場 立 地 法 施 行 規 則 （ 昭 和 49 年 大 蔵 省 、 厚 生 省 、 農 林 省 、 通 
 

  商 産 業 省 、 運 輸 省 令 第 １ 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。） 第 ３ 条 に 
 

  規 定 す る 建 築 物 屋 上 等 緑 化 施 設 
 

 (2)  緑 地 （ 前 号 に 規 定 す る 建 築 物 屋 上 等 緑 化 施 設 を 除 く 。） と 省 
 

  令 第 ４ 条 に 規 定 す る 緑 地 以 外 の 環 境 施 設 以 外 の 施 設 又 は 同 条 第 
 

  １ 号 ト に 掲 げ る 施 設 が 重 複 す る 土 地 
  

別 表 第 １ （ 第 ３ 条 ） 
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 区域の区分      設 定 区 域     

 緑地面積率   

 緑地の面積の敷 

         

 地面積に対する 

         

 割合      

 環境施設の面積 

 の敷地面積に対 

 する割合    

               （省       略）                

別 表 第 ２ （ 第 ３ 条 ） 

 区域の区分      設 定 区 域     

 緑地面積率   

 緑地の面積の敷 

         

 地面積に対する 

         

 割合      

 環境施設の面積 

 の敷地面積に対 

 する割合    

               （省       略）                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


